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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　層中または層上に抗菌剤（antimicrobial agent）を付け、手袋全体を構成する第１の
層と、
　不透水性エラストマー材料からなり、前記第１の層の抗菌剤を含まず、手袋を手に着用
したとき前記第１の層よりも手に近接し、該手袋の着用時に前記抗菌剤の浸透に耐えて、
該抗菌剤と手との接触を食い止め、手袋全体を構成する第２の層
とを有することを特徴とする使い捨て保護手袋。
【請求項２】
　前記抗菌剤は、ジフェニルエーテルなどのハロゲン化ヒドロキシジフェニル誘導体、フ
ェノール誘導体、ジアセチルアミノ－アゾトルエンおよびトリクロロカーボン、２，４，
４’トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテル、クロロフェンおよびジクロロキ
シレノール（dichloroxylenol）、ヘキサクロロフェンを含むグループから選択されるこ
とを特徴とする請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項３】
　前記抗菌剤は、２，４，４’トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテルを含む
こと特徴とする請求項２記載の使い捨て保護手袋。
【請求項４】
　前記手袋は、０．１から１０重量％の２，４，４’トリクロロ－２’－ヒドロキシジフ
ェニルエーテルを含むことを特徴とする請求項３記載の使い捨て保護手袋。
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【請求項５】
　前記手袋は、０．１から５重量％の２，４，４’トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェ
ニルエーテルを含むことを特徴とする請求項３記載の使い捨て保護手袋。
【請求項６】
　前記手袋は、０．３から３重量％の２，４，４’トリクロロ－２’－ヒドロキシジフェ
ニルエーテルを含むことを特徴とする請求項３記載の使い捨て保護手袋。
【請求項７】
　前記第２の層は内表面を有し、
　前記手袋はさらに該内表面に配置したプリパレーション（preparation）を含み、
　該プリパレーションは第１の層の抗菌剤とは異なる追加の抗菌物質を含み、そして
　該プリパレーションは、該使い捨て保護手袋の着用している間、ペーハー（ｐＨ）の変
化を食い止めるのに役立つバッファを含む、
ことを特徴とする請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項８】
　前記追加の抗菌物質は、前記保護手袋を着用している間は酸性で、該追加の抗菌物質の
酸性が該抗菌物質の抗菌特性に実質的な貢献をすることを特徴とする請求項７記載の使い
捨て保護手袋。
【請求項９】
　前記第２の層の内表面上のプリパレーションはｐＨ４．５から６．０に維持されること
を特徴とする請求項８記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１０】
　前記追加の抗菌物質は、食用植物に天然に存在する酸であることを特徴とする請求項７
記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１１】
　前記第２の層の内表面上のプリパレーションは、さらに皮膚を沈静化させる（スキンス
ーシング）物質を含むことを特徴とする請求項７記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１２】
　前記スキンスーシング物質には、乾燥させた（dehydrated）アロエベラが含まれること
を特徴とする請求項１１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１３】
　前記第１の層は、樹脂材料とポリマー材料を含むグループから選択される材料で作られ
ることを特徴とする請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１４】
　前記第１の層は、天然ゴムラテックス、アクリロニトリル、ビニール、クロロプレン、
およびポリ塩化ビニールを含むグループから選択される単一の層で作られることを特徴と
する請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１５】
　前記第２の層は、前記不透水性エラストマー材料からなる単一の層で作られることを特
徴とする請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１６】
　前記抗菌剤は、前記保護手袋の第１の層内に均等に分散されることを特徴とする請求項
１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１７】
　前記抗菌剤は、前記第１の層の外表面に均等に分散されることを特徴とする請求項１記
載の使い捨て保護手袋。
【請求項１８】
　前記第１の層中に分散または第１の層上に塗布された抗菌剤を有し、手袋全体を構成す
る第１の層、および
　不透水性エラストマー材料からなり、該第１の層よりも皮膚に近接し、天然ゴムラテッ
クスよりもタンパク質を有さず、その上に分散されたスキンコンディショニング物質また
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はスキンスーシング物質が付加された内表面を有し、手袋全体を構成する前記第２の層と
を含み、
　該第２の層は前記第１の層の抗菌剤を含まず、皮膚と該第１の層との間のバリアとして
機能し、皮膚で病原菌が抗菌剤耐性を発現するのを食い止め、前記スキンコンディショニ
ング物質またはスキンスーシング物質の中には皮膚からの発汗と物理的に作用し合い皮膚
の調子を整えたり沈静化したりする能力を高めるものがある
ことを特徴とする請求項１記載の使い捨て保護手袋。
【請求項１９】
　前記抗菌剤は、前記第１の層内に分散され、かつ、前記第１の層上に塗布されたことを
特徴とする請求項１８記載の使い捨て保護手袋。
【請求項２０】
　前記スキンコンディショニング物質またはスキンスーシング物質は、脱水されているこ
とを特徴とする請求項１８記載の使い捨て保護手袋。
【請求項２１】
　前記スキンコンディショニング物質またはスキンスーシング物質は、第１の層の抗菌剤
とは異なる付加的な抗菌剤も含むことを特徴とする請求項１８記載の使い捨て保護手袋。
【請求項２２】
　前記第２の層は、ポリウレタン、クロロプレンまたはポリマーを含むことを特徴とする
請求項１８記載の使い捨て保護手袋。
【請求項２３】
　分散された抗菌剤を含む物質からなり、手袋全体を構成する第１の層を形成するステッ
プと、
　不透水性エラストマー材料からなり、前記第１の層の抗菌剤を含まず、該使い捨て保護
手袋を使用したとき該第１の層よりも皮膚に近接し、該使い捨て保護手袋を皮膚に用いた
とき、皮膚と抗菌剤との接触を食い止めるのに役立ち、手袋全体を構成する第２の層を形
成するステップを含む
請求項１記載の使い捨て保護手袋を製造する方法。
【請求項２４】
　前記第１の層を形成するステップは、前記第２の層を形成するステップに先行すること
を特徴とする請求項２３記載の使い捨て保護手袋の製造方法。
【請求項２５】
　前記抗菌剤は以下ゼロ抗菌剤（zeroth antimicrobial agent）といい、前記第１の層の
表面に第１のプリパレーションをさらに塗布することを含み、該第１のプリパレーション
には抗菌剤が含まれることを特徴とする請求項２３記載の使い捨て保護手袋の製造方法。
【請求項２６】
　第２の層の表面に第２のプリパレーションをさらに塗布することを含み、該第２のプリ
パレーションには手の発汗により活性化するスキンコンディショニング物質が含まれるこ
とを特徴とする請求項２５記載の使い捨て保護手袋の製造方法。
【請求項２７】
　前記第２の層の表面に第２のプリパレーションをさらに塗布することを含み、該第２の
プリパレーションは第２の抗菌剤を含み、該第２の抗菌剤は前記ゼロ抗菌剤とは異質のも
のであることを特徴とする請求項２５記載の使い捨て保護手袋の製造方法。
【請求項２８】
　前記抗菌剤は以下「ゼロ抗菌剤」といい、前記第２の層の表面にプリパレーションをさ
らに塗布することを含み、該プリパレーションはゼロ抗菌剤とは異質の抗菌剤、スキンコ
ンディショニング物質またはスキンスーシング物質を含むことを特徴とする請求項２３記
載の使い捨て保護手袋の製造方法。
【請求項２９】
　第１の層を形成するステップには、ラテックス、ニトリルまたはＰＶＣを含む組成物で
成形具（a former）をコーティングすることが含まれる請求項２３記載の使い捨て保護手
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袋の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手袋などの抗菌エラストマーフレキシブル物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使い捨て手袋は、例えば、手袋着用者が取り扱う物から手を防護するための防衛的手段
として広く使用されることにより、化学、バイオロジー、および医療の分野で重要な役割
を果たしてきた。
【０００３】
　使い捨て手袋は食品産業で広く使用され、通常、食品調製中の食品汚染を防止するため
に用いられる。また、医学界では病原菌から防衛するために外科医、看護士、歯科医など
の保健医療専門職（health care professionals）は手袋を着用する。医学界では患者と
保健医療専門職との間の細菌の交差汚染を長い間懸念してきた。保健医療専門職は、ウィ
ルスやバクテリアなどの病原菌に手をさらして感染するリスクを減らすために、しばしば
物理的な保護バリア形態として手袋を着用する。
【特許文献１】ＵＳ特許出願１０／１３８，３７０
【特許文献２】ＵＳ特許６，４２３，３２８
【特許文献３】ＵＳ特許６，６３０，１５２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　物品の取り扱いを容易にするために、従来の使い捨て手袋は通常薄い弾性材で作られ、
皮膚と手袋の間のスペースを最小にする。この種の手袋の不都合な点は、例えばラテック
ス手袋などに、ウイルスをユーザの手に通すチャネルがあることが示されたことである。
保健医療専門職は手袋を着用する前に抗菌剤入りのスキンクレンザーで頻繁に手を洗うの
が通例であるが、抗菌剤の効果は永続せず、湿った暖かい環境の手袋の下でウイルスやバ
クテリアなどの病原菌が再生する場合がある。さらに、使い捨て手袋を長時間着用すると
、手の表面が多湿の環境になり、ウイルス、バクテリア、イースト、菌類、および他の病
原菌が成長・増殖する。痒みと炎症は、長時間使い捨ての検査用手袋を着用することで、
頻繁に起こる結果である。
【０００５】
　保健医療専門職などの間で一般的に見られる使い捨て手袋に関する別の問題は、手袋が
接触する患者や作業台（work surfaces）やそれ以外の物体からの細菌などの病原菌に手
袋の外側をさらす可能性がある場合である。これらの病原菌は手袋に留まり、例えば交差
汚染や手袋着用者を介して患者に感染し得る。また、抗菌剤を添加した従来型のポリ塩化
ビニール製手袋などがあるが、手袋を水に浸すと抗菌剤が完全に取れたり溶けてなくなる
ので、抗菌剤は長時間使用するには有効でない場合がある。手袋を着脱しやすくすること
に加えて、発汗を抑えるために、使い捨て手袋の内側に粉を付けるのが一般的である。し
かしながら、粉に関係する難点がいくつかある。発汗が続くと、通常、手袋の表面に付い
た薄い粉の層は簡単に流される。これは、特に手袋を連続かつ頻繁に着用することが求め
られる場合に起こる。例えば、歯科医が歯科外科手術の間４０分またはそれ以上手袋を着
用し続ける場合である。その上、粉を付けた手袋を使用した後で手を洗わなくてはならな
い。粉を落とすために何度も手を洗うことは面倒であり、また、皮膚を過度に乾燥させる
ことがある。
【０００６】
　さらに、従来の手袋用のスキンプリパレーション（皮膚調整剤）では、調整剤を流し得
る汗やその他の物質が溜まると、手袋内で長時間効果を保てない場合がある。さらにまた
、従来の手袋用の皮膚調整剤には、ある用途においてユーザーの一部にとって望ましくな



(5) JP 4584686 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

い物質、例えばユーザーになじみがない物質（例えば、天然のものではない抗菌剤）また
は有害ではないかと疑われている物質（例えば、従来の制汗剤）などが含まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、例えば使い捨ての検査用手袋などの、改良されたエラストマーフレキシブル
物品に関する。
【０００８】
　本発明の実施例によれば、層中または層上に抗菌剤を付け、手袋全体を構成する第１の
層と、不透水性エラストマー材料からなり、前記第１の層の抗菌剤を含まず、該手袋を手
に着用したとき該第１の層よりも手に近接し、該手袋を着用したとき該抗菌剤による浸透
に耐え、その結果、該抗菌剤と手とが接触するのを食い止め、手袋全体を構成する第２の
層、とを含む使い捨て保護手袋がある。
【０００９】
　本発明の別の実施例によれば、層内に分散または層上に塗布された抗菌剤を含む外層と
；該外層より皮膚に近接し、天然ゴムラテックスよりもタンパク質を有さず、分散された
皮膚調整物質または皮膚鎮静物質が付いた内表面を持つ内層とを含み；該内層は皮膚と外
層との間のバリアとして機能し、皮膚で病原菌が抗菌剤耐性を発現するのを食い止め、該
皮膚調整物質または皮膚鎮静物質の中には皮膚からの発汗と物理的に作用し合い皮膚の調
子を整えたり沈静化したりする能力を高める、使い捨て保護手袋がある。
【００１０】
　本発明の別の実施例によれば、皮膚を保護するための使い捨て保護物品、すなわち複数
の層を有する使い捨て保護物品の製造方法がある。前記方法には、第１の層、すなわち内
部に分散された抗菌剤を含む物質からなる第１の層を形成することと、第２の層、すなわ
ち前記使い捨て保護物品を使用したとき第１の層よりも皮膚の近くにある第２の層を形成
することが含まれ、第２の層は使い捨て物品を皮膚に用いたとき、皮膚と抗菌剤とが接触
するのを食い止めるのに役立つ。
【００１１】
　本発明の他の実施例によれば、本発明のいずれかの実施例に基づく手袋の製造方法があ
る。
【００１２】
　本発明の他の実施例によれば、本発明のいずれかの実施例に基づく方法により製造され
た手袋がある。
【００１３】
　本発明の実施例の特徴、態様、および利点は、添付図面を参照することで一層理解され
るであろうが、添付図面は本発明の範囲を制限するものと考えられるべきではなく、単な
る説明に役立つものである。　
　図１は、抗菌エラストマーフレキシブル物品が手袋である場合の、本発明の１つの実施
例の正面斜視図である。　
　図２は、図１の抗菌エラストマーフレキシブル物品の断面図である。
【００１４】
　要約書を含む本書類の図面および明細書において、本発明の１または２以上の現在望ま
しい実施例について詳述され、また、任意の特徴点や代替的な実施例についても詳述され
ている。明細書と図面は説明するためのもので、限定のためではない。本書類の発明の名
称、セクションのタイトルなどは簡潔で便宜的なものであり、限定ではない。
【００１５】
　本発明の実施例によれば、抗菌エラストマーフレキシブル物品がある。本発明の他の実
施例によれば、製造方法がある。
【００１６】
　あらゆる目的のために、下記の文献を完全な形で参照のため本明細書に取り入れる。
【００１７】
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ＵＳ特許出願１０／１３８，３７０、出願日：２００２年５月２日、発明の名称「エラス
トマーフレキシブル物品と製法方法」
　ＵＳ特許６，４２３，３２８、発明の名称「アロエベラ手袋と製法」
　ＵＳ特許６，６３０，１５２、発明の名称「アロエベラ手袋と製法」
【００１８】
第１と第２の層
　図１および図２に示すように、本発明のいくつかの実施例に基づく抗菌エラストマーフ
レキシブル物品は使い捨ての保護手袋である。使い捨て保護手袋には、第１の層１０と第
２の層１２が含まれる。フレキシブル物品は図１および図２で手袋として示されているが
、体の一部に装着したり覆ったりするための、例えばコンドームやその他の保護物品など
、他の形態の物品にも用いられる。例えば、多孔性材料からなる層が全くないなどの、手
を覆う多孔性材料からなる層が全くない保護手袋を手袋として具現化してもよい。
【００１９】
　使用中、第１の層１０は、第１の層１０の中に分散または外表面に塗布された有効量の
抗菌剤を含む。有効量の抗菌剤は、第１の層１０と接触する病原菌の増殖を抑えることが
できる。第２の層１２は、第１の層よりもユーザーの手に近接する。ユーザーが手袋を着
用したとき、第２の層１２は、第１の層１０からの抗菌剤の浸透に耐え、第１の層１０の
抗菌剤と手との接触を食い止めるように構成される。第２の層１２は、病原菌からユーザ
ーを守る付加的なバリアとなる。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施例において、エラストマーフレキシブル物品は、用いるのに簡
単で便宜な保護手袋であり、ユーザーが手袋をして、細かい作業を正確に成し遂げること
を可能にする。例えば、手袋は、少なくとも２つの層、すなわち、第１の層１０と第２の
層１２からなる使い捨ての検査用手袋として具体化される。第１の層１０は、当業者に知
られている様々な材料で作ることが可能な単一の層から作ってもよい。ビニルなどの樹脂
材料やアクリロニトリルなどの高分子材料が通常選択される。使い捨て手袋の製造に一般
的に用いられる３つの材料は、天然ゴムラテックス、アクリロニトリルおよびポリ塩化ビ
ニールであるが、他のエラストマー材料が用いられる場合もある。さらに別の材料、例え
ば、ポリウレタン、クロロプレン、ネオプレン、ブタジエンなど、または、当業者に知ら
れているどのようなエラストマー材料を用いてもよい。
【００２１】
　第１の層１０よりもユーザーの手に近接する第２の層１２は、第１の層１０（例えば、
アレルゲン性タンパク質または抗菌剤など）に関連する物質と第１の層１０を突き抜ける
場合がある病原菌からユーザーを守るのに役立つ追加バリアとなる不透水性材料からなる
単一層から作られる。例えば、第２の層１２は、多孔性材料からなる層を含まないなど、
手を覆う多孔性材料からなる層を全く含まずに実施してもよい。第２の層１２には、例え
ば、不透水性の第１の層１０に用いられる上記材料のいずれもが含まれる。ラテックスは
十分に除去または処理するのが困難または費用がかかるので、第２の層１２はラテックス
製ではないのが望ましい。従って、第２の層１２には天然ラテックスよりもタンパク質が
含まれない。論述した特定材料に加えて、いずれの適当な材料の組み合わせ、例えばニト
リルニトリルや他の組み合わせを用いてもよい。
【００２２】
　本発明のいくつかの実施例において、エラストマーフレキシブル物品は、指部の全厚が
せいぜい約０．３ｍｍまたは約０．２ｍｍの保護手袋である。手袋の指部の最小厚みは少
なくとも約０．０８ｍｍである。手袋には、指部で、手袋の厚みの少なくとも約５％また
は約１０％の内層のある、本書類で論述した２層が含まれる。なお、用途に応じて、他の
厚みを選択してもよい。
【００２３】
第１の層に関する更なる論考
　本発明のいくつかの実施例に従って、第１の層１０には、第１の層１０内に分散された
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、または第１の層の上に配置された、それと隣接する、もしくはその表面を覆う、有効量
の抗菌剤が通常含まれる。望ましくは、第１の層１０は、感染症患者や作業台に接触する
可能性のあるエラストマー物品に露出した外層にある。抗菌剤の有効量とは、少なくとも
エラストマー物品を使用している間、少なくともバクテリア、ウイルス、菌類などの病原
菌の成長や増殖を阻止、低下、抑制するのに十分な濃度をいう。第１の層１０は、通常、
手袋を使用している間、病原菌に対する保護バリアとなり、交差汚染を減らすことができ
る。
【００２４】
　第１の層１０内に抗菌剤を分散するために、どのような適当な方法を用いてもよい。例
えば、抗菌剤を、第１の層１０を形成する凝固成分（例えば、液体またはスラリー）に含
めてもよい。例えば抗菌剤が添加された成分を混ぜることで、抗菌剤は手袋の第１の層全
体にほぼ均一に分散される。
【００２５】
　第１の層１０内での抗菌剤の分散により、使用している間、第１の層のどちらかの表面
から抗菌剤が放出され、その結果、手袋の表面と第１の層１０中の病原菌を減らし（望ま
しくは非常に）または抑制する（望ましくはほぼ完全に）のに有効な手袋がもたらされる
。さらに、第１の層内での抗菌剤の分散により、長時間に渡って前記表面から抗菌剤を放
出し続けることができ、使用している間は有効性が持続する。特定の使用時間は用途しだ
いであり、いずれの使用時間でもよい。例えば、少なくとも１０分または少なくとも３０
分が、考え得る使用時間である。その他多くの使用時間でもよい。
【００２６】
　第１の層１０の表面または隣接して抗菌剤を配置するために、どのような適当な方法を
用いてもよい。例えば、抗菌剤は第１の層の表面上、望ましくは第１の層の外表面に、例
えば手袋の第１の層が形成されたか、または形成されるところにスプレーコーティングま
たは浸漬コーティングすることによって分散される。
【００２７】
　本発明の実施例では、いかなる適当な抗菌剤も用いることができる。そのような薬剤の
例には、ジフェニルエーテルなどのハロゲン化ヒドロキシジフェニル誘導体、フェノール
誘導体、ジアセチルアミノ－アゾトルエン、トリクロロカーボン、２，４，４’トリクロ
ロ－２’－ヒドロキシジフェニルエーテル（トリクロサン）、クロロフェンおよびジクロ
ロキシレノール（dichloroxylenol）、ヘキサクロロフェンなどが含まれる。
【００２８】
　本発明の現在望ましい実施例は、有効な抗菌剤が２，４，４’トリクロロ－２’－ヒド
ロキシジフェニルエーテル（トリクロサン）である手袋である。トリクロサンはＭｉｃｒ
ｏｂａｎ（抗菌）の商標（Ｃｌｉｎｉｔｅｘ社製）名で市販されている広域スペクトラム
の抗菌剤である。
【００２９】
　本発明のいくつかの実施例によれば、抗菌剤は手袋の第１の層の総乾燥重量の約０．１
重量％から約１０重量％存在する。望ましくは、抗菌剤は手袋の第１の層の総乾燥重量の
約０．１重量％から約５重量％存在する。より望ましくは、抗菌剤は手袋の第１の層の総
乾燥重量の約０．３重量％から約３重量％存在する。なお、他の量の抗菌剤を用いてもよ
い。また、選択される使用量は、用いる薬剤の種類によって決めてもよい。十分な薬剤、
例えば、約４％以上の薬剤の付いた手袋は、手袋の表面に有効な抗菌効果があるだけでな
く、手袋が触れた表面にも抗菌効果があると見られている。従って、有害な病原菌の手袋
から接触表面への移動を著しく減らすことができるか、（ある使用時間）実質的になくす
ことさえできる。
【００３０】
　現在望ましい実施例によれば、抗菌剤はトリクロサンである。抗菌剤は第１の層に分散
でき、その量は第１の層の約１重量％未満である。抗菌試薬がトリクロサンで、第１の層
の外側にスプレーまたは浸漬によりコーティングを形成する場合、本発明の実施例によれ
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ば、トリクロサンの量は約３重量％から約５％重量存在する。なお、他の濃度でもよい。
【００３１】
第２の層に関する更なる論考
　本発明の実施例の中には、ユーザーを病原菌から守るための追加バリアとなる第２の層
１２を含むものがある。本発明のいくつかの実施例によれば、使い捨て保護手袋の第２の
層１２は、内表面と該内表面に配置されたプリパレーション（preparation）１４を含む
。本発明の他の実施例によれば、第２の層１２はユーザーの手に有益な結果をもたらす。
第２の層の内表面は第１の層よりもユーザーの手に近接する。手袋をユーザーが着用した
とき、第２の層１２は、第１の層１０からの抗菌剤の浸透に耐え、該抗菌剤と手との接触
を食い止めるように構成される。本発明のいくつかの実施例によれば、第２の層１２と第
１の層１０は重なり合い、例えば、その表面は互いに直接接触している。
【００３２】
　本発明のいくつかの実施例によれば、プリパレーション１４は更に追加の抗菌物質を含
んで　いる。１つの実施例で、プリパレーション１４には天然の抗菌物質が用いられる。
例えば、プリパレーション１４の抗菌物質は、植物性または食用植物性の物質、酸を含み
、プリパレーション１４には使い捨て保護手袋を着用している間、ｐＨの変化を抑えるの
に役立つバッファが含まれる。プリパレーション１４で被覆された第２の層１２の内表面
はユーザーの皮膚と接触し、皮膚から出た汗と混ざり合うのが望ましく、そして、プリパ
レーション１４の存在により、抗菌性、抗ウイルス性またはそれらの結合した特性を有す
る。追加の抗菌物質は、ユーザーの手が手袋の中で発汗したときに形成される細菌の成長
に打ち勝つ。例えば、プリパレーション１４の実施例は、参照のために示したＵＳ特許出
願１０／１３８，３７０で開示されたいずれの実施例でもよい。本発明の更に別の実施例
では、プリパレーション１４はユーザーの手に有益な結果をもたらすアロエベラなどの保
湿剤および／または緩和剤を含んでもよい。例えば、プリパレーション１４は、参照のた
めに示したＵＳ特許６，４２３，３２８または６，６３０，１５２で開示された、例えば
アロエベラまたはその他の皮膚に有益な物質などの、被覆物に基づく成分を含んでもよい
。一般に、プリパレーション１４は、参照のために示したＵＳ特許６，４２３，３２８ま
たは６，６３０，１５２若しくはＵＳ特許出願Ｎｏ．１０／１３８，３７０で開示した被
覆物、またはそこで開示された被覆物に基づく成分を組合わせた被覆物のいずれを用いて
もよい。例えば、プリパレーションは抗菌剤（例えば付加的なバッファの付いた、例えば
天然に発生するタイプの酸）と皮膚に有益な物質（例えばアロエベラ）の両方を含んでも
よい。
【００３３】
　プリパレーション１４の様々の製造方法が、参照のために示したＵＳ特許出願１０／１
３８，３７０、ＵＳ特許６，４２３，３２８、６，６３０，１５２またはそれらを組み合
わたものに記載されている。
【００３４】
　本発明の１つの実施例によれば、手袋を使用している間、プリパレーション１４の存在
により、手袋の中で手が遭遇する環境は酸性である。酸性の環境は、ユーザーにとって追
加の抗菌層となるだけでなく、ユーザーの手の角質を取り除いて（exfoliating）滑らか
にすることで有益な結果をもたらす。例えば、プリパレーションは手袋の内表面にある乾
いた酸性のプリパレーションで、手の発汗によって乾いた酸性のプリパレーションに潤い
を与えてもよい。例えば、発汗以外に着用された手袋の中に水分をもたらすものはない。
酸性のプリパレーションは酸性溶液を含む混合物でもよく、該混合物自体が溶液であって
もよいが、それ自体が溶液である必要はない。プリパレーション１４には、ペーハーの維
持とペーハードリフトの安定を促すためにバッファが含まれるのが望ましい。プリパレー
ションが手袋の内表面で乾いているか否かに関係なく、使用中のプリパレーションは実施
形態で酸性である。使用中のプリパレーション１４のｐＨは約６より低く、例えば、約３
．８から約６の間が望ましく、約４．５から約６の間または約５から約５．８の間がより
望ましい。長時間に及ぶ使用後、例えば長時間に渡る発汗後でさえも所定範囲のｐＨを維
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持するため、プリパレーション１４を定式化するのが望ましい。低ｐＨにして皮膚の角質
を除去してもよい。
【００３５】
　プリパレーション１４は、第２の層１２の内表面にどのような方法によって配置されて
もよい。例えば、プリパレーションは乾いた（例えば、粉末）または湿った（例えば、湿
った混合体）状態でエラストマーフレキシブル物品に配置されてもよい。本発明の１つの
実施例において、プリパレーションは、粉末ではない状態で、例えば手袋などのエラスト
マーフレキシブル物品に配置されるのが望ましい。望ましくは、プリパレーションを乾い
ていない状態でエラストマーフレキシブル物品に配置して、それから完全にまたは少なく
とも実質的に乾燥させるのが望ましい。脱水は、エラストマーフレキシブル物品上でプリ
パレーションを脱水して、かつ、脱水によって生じた力でエラストマーフレキシブル物品
の表面にプリパレーションが付着するように行われる。プリパレーションは、エラストマ
ーフレキシブル物品の最終消費者、最終所有者または最終着用者によって配置されるので
はなく、工場での生産中に該物品に配置されるのが望ましい。
【００３６】
　本発明の望ましい実施例では、プリパレーション１４には、上述の通り、ｐＨの維持と
ペーハードリフトの安定を促すためのバッファが含まれる。いずれの適当なバッファを利
用してもよい。バッファは当業者によく知られている。
【００３７】
　更に、任意で、より均質なコーティングを促進するため、増粘剤をプリパレーション１
４に用いてもよい。好適に使用される典型的な増粘剤は、非脂肪性または非油脂性の化合
物である。典型的なポリマーと増粘剤は、参照のために示したＣＴＦＡ化粧品原料ハンド
ブック、第１版、編集者Ｊ．Ｍ．Ｎｉｋｉｔａｋｉｓ、トイレ化粧品・香料工業協会、ワ
シントンＤＣ（１９８８）（以後、「ＣＴＦＡハンドブック」という。）、第３０，４７
，４８，６７および９７－１００頁にリストアップされている。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施例では、プリパレーション１４には他の任意の成分、例えば制
汗剤および／または皮膚鎮静物質などが含まれる。皮膚鎮静物質には、例えば皮膚保湿物
質または皮膚への刺激を抑える物質が含まれる。また、プリパレーションは他の任意の成
分、例えばグリセリンなどの、水溶性皮膚軟化剤および乳化剤、防腐剤、香料、染料など
を含んでもよい。
【００３９】
　皮膚鎮静物質の例として、例えば特に手袋の上で乾いていない本発明を実施する際に用
いる皮膚保湿剤が含まれる。例として、アロエベラ、ローション、クリームなども含まれ
る。
【００４０】
　プリパレーション中の酸性溶液には、通常、ここでは「ヒドロキシ酸」と呼ぶ、ヒドロ
キシカルボン酸などの有機酸が含まれる。混合物中の酸化溶液には、通常、ここでは「ア
ルファヒドロキシ酸」と呼ぶ、アルファヒドロキシカルボン酸が含まれる。本発明の実施
例によれば、現在のところ典型的な酸化溶液はヒドロキシカルボン酸、通常、例えばリン
ゴ酸などのアルファヒドロキシカルボン酸である。
【００４１】
　適当なヒドロキシ酸は、参考のために示したＵＳ特許出願１０／１３８，３７０に開示
されている。プリパレーションに含まれる酸の特定の量は、酸のタイプ、製造方法と設備
、そして、プリパレーションで被覆した手袋の使用目的、例えば、頻繁にまたは長時間着
用するのか、希にまたは短時間着用するのか、主として感染を抑制するための使用か、ま
たは感染を抑制して皮膚の角質を除去するための使用か、などの使用目的によって決まる
。
【００４２】
　本発明の１つの実施例では、プリパレーション１４は、乾く前、約０．１重量％から約
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２０重量％の酸を含む。この範囲の最端値が高ければ高いほど、皮膚剥離能力が高くなる
傾向がある。本発明の別の実施例では、プリパレーションは、乾く前、約０．１重量％か
ら約１０重量％の酸を含む。本発明の別の実施例では、乾く前、約０．２重量％から約２
重量％の酸を含む。酸は、ヒドロキシ酸、または別のタイプでもよい。用いられた酸の実
際の濃度やタイプがどのようなものでも、ここで明記されているか否かに関係なく、本発
明は上述した所定のペーハー値を達成するように実施されるのが望ましい。
【００４３】
　一般に、コスメトロジスト（美容師）や皮膚科医は、表皮内ピーリングに高濃度のヒド
ロキシ酸（例えば、５０から７０重量％）を用いて、キメの粗い肌を滑らかにし、小じわ
、ニキビの跡、シミ、不ぞろいな色素沈着、前癌状態のウロコ状の斑を除去する。適当な
濃度のヒドロキシ酸（例えば、１０から５０重量％）は、通常、毛穴の角栓を除去するこ
とによってニキビを抑え、レチンＡの有効性を高めて皮膚を白くすると考えられている。
しかしながら、これらの濃度では、ヒドロキシ酸含有物は劇的な結果をもたらす場合が多
いが、皮膚に炎症や熱傷を引き起したりする可能性が高い。例えば、３０重量％またはそ
れ以上のヒドロキシ酸の濃度で、組成物は皮膚の化学的熱傷を引き起こす。
【００４４】
　従って、酸性溶液の酸の性質と該溶液が皮膚に炎症を起こす可能性とのバランスを取る
ことは有益である。ヒドロキシ酸含有組成物を含む多くの酸含有組成物は、初めて何度か
該組成物を皮膚に塗布した後、チクチクした感じやヒリヒリした感じがするかもしれない
とユーザーに注意を促すことが多い。本発明のいくつかの実施例により、酸による化学的
熱傷に関連するチクチクした感じやヒリヒリした感じ、または炎症を最小限に抑制または
防止しつつ、これらの酸の有効的な抗菌効果、抗真菌効果、抗ウイルス効果のある使い捨
て手袋などのエラストマーフレキシブル物品を提供するのが望ましい。
【００４５】
　本発明の実施例により、酸性溶液のヒドロキシ酸はいかなる酸でもよい。例えばヒドロ
キシ酸は、グリコール酸などの脂肪族酸またはサリチル酸などの芳香族酸でもよく、マン
デル酸などの芳香族成分と脂肪族成分を有してもよい。適当なヒドロキシ酸には、グリコ
ール酸、クエン酸、乳酸、酒石酸、リンゴ酸などのアルファヒドロキシ酸などが含まれる
が、これに限定されない。 当該アルファヒドロキシ酸は、果物の中に見られる天然の酸
であり、ここ数年間、スキンケアやスキントリートメントに利用されている。グリコール
酸と乳酸の分子は小さくて、皮膚に比較的浸透しやすいので、皮膚の角質を除去したい場
合、グリコール酸と乳酸が最も効果的なアルファヒドロキシ酸であることが理論づけられ
た。ヒドロキシカプリル酸は、スキンケア成分に利用される合成のアルファヒドロキシ酸
である。他の有益なアルファヒドロキシ酸は、例えばマンデル酸、ロイシン酸、アゼリッ
ク酸、エチレングリコール酸である。
【００４６】
　また、サリチル酸、ベータヒドロキシプロピオン酸、ベータヒドロキシ酪酸などのベー
タヒドロキシ酸は、本発明の実施例の酸性溶液に利用できる。一般に、２から１０の炭素
原子を含む脂肪族炭素鎖を有するいずれの脂肪族アルファまたはベータヒドロキシ酸も酸
性溶液に利用できる。ヒドロキシ酸は、モノカルボン酸、ジカルボン酸、またはポリカル
ボン酸でもよい。
【００４７】
　酸性溶液の酸はヒドロキシ酸に限定されない。基本的に、美容のために皮膚に用いる組
成物に使用される、または使用可能ないずれの酸も、本溶液に加えることができる。昔か
ら酸は有機酸である。
【００４８】
　本発明による使い捨て手袋の酸性の第２の層は、外観上の目に見える構造的な変化なし
で使い捨て検査用手袋の特性を保持し、利用するのに簡単かつ便利である。脱水によって
生じた力により、酸性の混合物（例えば、緩衝化したリンゴ酸溶液）と内表面が親和（af
filiation）する。このような親和性は、脱水させた酸性ｐＨ溶液が汗により分解された
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ときに解消する。手袋を長く着用すればするほど手は汗ばみ、その結果、酸性溶液がより
分解され、手袋の表面から分離し、手につく。それから溶液の酸が手の皮膚を適当な状態
に保ち、湿潤状態下で細菌が発生するのを抑える。
【００４９】
　１つの実施例では、ｐＨが約５．５のリンゴ酸溶液を手袋の被覆に用いる。リンゴ酸溶
液は約０．０１ミリメートルの厚さで手袋の内表面に分散される。リンゴ酸の分散は、実
質的にむらがなく（even）均一（uniform）であるのが望ましい。リンゴ酸と前記表面と
の結合は、脱水によって生じた非共有結合力（non-covalent force）により少なくとも部
分的に達成されるのが望ましい。
【００５０】
方法論に関する更なる論考
　本発明の実施例には、例えば使い捨て手袋などの、抗菌エラストマーフレキシブル物品
を製造する方法がある。
【００５１】
　本発明のいくつかの実施方法によれば、抗菌特性を有する手袋（または他の物品）の製
造方法がある。そのような方法の１つによれば、例えば手にやや似ているように形作られ
た従来型の手袋形成具などの手袋形成具（a glove former）を用いて、少なくとも２つの
層を有する手袋が形成される。この方法によれば、手袋の層Ａ（例えば上述した、内側の
「第２」の手袋の層１２）は、例えば手袋形成具で形成または形成され始める。それから
、別の手袋の層Ｂ（例えば上述した、外側の「第１」の手袋の層１０）が、手袋の層Ａの
上に形成される。例えば、層ＡとＢは、その表面が互いに直接接触しているところに積層
される。それから、コーティングＡは、手袋の層Ａの利用可能な表面（すなわち、手袋の
層Ｂに面していない表面）に塗布され、コーティングＢは、手袋の層Ｂの利用可能な表面
（すなわち、手袋の層Ａに面していない表面）に塗布される。例えば、手袋を形成具から
剥ぎ取る前にコーティングＢを手袋の層Ｂに塗布してもよく、また、手袋を成形具から剥
ぎ取り、手袋の層Ａが外側を向くようにひっくり返す前にコーティングＡを手袋の層Ａに
塗布してもよい。手袋の層ＡとＢは、本書類または参照のために示された文献のいずれか
の箇所に記載された、エラストマー層などの、いずれの外層と内層の結合層でもよい。論
述した特定の物質に追加して、ニトリルニトリルやその他の結合体などの、いかなる適当
な物質との結合物でもよい。同様に、コーティングＡとＢは、本書類または参照のために
示された文献のいずれかの箇所に記載された、いずれのコーティングでもよい。本書類で
論述した特定の方法の実施例では、手袋を着用したとき、層ＡとコーティングＡは、層Ｂ
とコーティングＢに対して「外側」である。しかしながら、別の実施例では、例えば、い
くつかのステップを再度順序付けすることにより、層ＡとコーティングＡは、層Ｂとコー
ティングＢに対して「内側」として形成される。
【００５２】
　本発明の実施例によれば、抗菌特性を有する手袋（または他の物品）の製造方法がある
。この方法によれば、手袋は、例えばそれぞれ手にやや似ているように形作られた従来型
の手袋形成具などの手袋形成具（a glove former）に形成される。この方法によれば、手
袋は以下のように製造される：
　望ましくは、手袋成形具をいずれかの適当な方法、例えばいずれかの従来の方法を使用
して消毒する（cleaned）；
　望ましくは、手袋成形具をいずれかの適当な方法、例えばいずれかの従来の方法を使用
して加熱する；
　手袋を着用したときに外層になる層を、例えば一定量の抗菌剤、望ましくは単独で有効
量となる量を含む材料組成物を用いるのに適したいずれかの従来の方法などの、いずれか
の適当な方法を使用して形成する；
　それから、手袋を着用したときに内層になる層を、例えば、外層の抗菌剤を含まない（
または、少なくとも外層ほど高い割合で含まない）材料組成物を用いるのに適したいずれ
かの従来の方法などの、いずれかの適用な方法を使用して、外層に隣接、望ましくは近接



(12) JP 4584686 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

して形成し、
　該内層は、外層の抗菌剤と手袋着用中に外層に侵入する病原菌のいずれか、もしくは望
ましくは両方から手袋着用中の着用者の手を保護する；
　望ましくは、それから、任意の内側コーティングを、内層、すなわち手袋を着用したと
き内層の内表面となるところにスプレーまたは浸漬によって塗布し、
　該内層は、皮膚沈静（スキンスーシング）物質と抗菌物質のどちらか、望ましくは両方
を含み、
　この抗菌物質は望ましくは外層の抗菌物質とは異なり、外層の抗菌物質よりも皮膚に長
時間さらすのに適し、望ましくは食用植物中、望ましくはバッファを含む植物に天然に存
在するタイプの、望ましくは酸を含む任意の内側コーティング用の抗菌物質であり；
　望ましくは、それから、手袋を手袋成形具から剥がして、外側を裏返して表に出し（ou
tside-out）；そして、
　望ましくは、それから、外層の外表面に任意の抗菌コーティングを塗布、望ましくはス
プレーする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５３】
　本発明のいくつかの実施例に基づく、いくつかの具体的な実施例を以下にまとめた。概
ね、本書類および／または参照のために示したＵＳ特許６，４２３，３２８または６，６
３０，１５２もしくはＵＳ特許出願１０／１３８，３７０の前述した記載に照らすと、個
々のステップは説明を要しない。これらの方法の実施例に用いることが可能な一連の定式
を表１から８にまとめた。
【００５４】
方法例１
　外層が主に天然ゴムでできていて、内層が主にニトリルでできていて、任意で外側と内
側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋を形成する。予想される通り、塩
素処理をしてニトリルの内表面を調整する。この方法例１では、他の方法例のように、全
てのステップが義務的なステップであるというわけではない。
【００５５】
　方法例１は以下のステップを含む；手袋形成具をパウダーフリーの凝固剤に浸し、乾燥
させ、抗菌剤を含む天然ゴムラテックスに浸し、乾燥させ／硬化させ、洗脱し（leaching
）、乾燥させ、ニトリルに浸し、乾燥させ／硬化させ、洗脱し（leaching）、塩素処理し
、洗脱し（leaching）、乾燥させ／硬化させ、内側コーティングミックスに浸し、乾燥さ
せ、手袋形成具から手袋を剥がし、乾燥させ／後硬化（post-curing）させ、表面処理し
（例えば、スプレーがこびりつかないコーティング）、外側コーティングミックスをスプ
レーし、乾燥させる。
【００５６】
　一般に、前記方法例の個々のパラメータはメーカーの要求や希望に応じて変えられる。
例えば、乾き具合、洗脱具合（leached-ness）、加硫化（vulcanization）または清浄具
合（cleanliness）などの異なる規格は、個々に求められる手袋の品質やグレードに基づ
き、メーカーによって模索・調整される。
【００５７】
　方法例１のために、方法例１のステップを再度リストアップして、一連のパラメータを
括弧書きで以下のパラグラフに列挙する。パラメータのバリエーションや、より一般的な
パラメータの決定は、当業者の専門知識の範囲に含まれる。
【００５８】
　再度リストアップした方法例１；手袋形成具をパウダーフリーの凝固剤に浸し（例えば
、摂氏約４５℃の凝固剤）、乾燥させ（例えば、約６５℃で約３分間）、抗菌剤を含む天
然ゴムラテックスに浸し（例えば、約４０℃以下のラテックス）、乾燥させ／硬化させ（
例えば、約１１０℃で約２０分間）、洗脱し（leaching）（例えば、約８５℃の温水で約
３分間）、乾燥させ（例えば、約８０℃で約５分間）、ニトリルに浸し（例えば、約４０
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℃以下のニトリル）、乾燥させ／硬化させ（例えば、約２０℃で約２０分間）、洗脱し（
例えば、約８５度の温水で約３分間）、塩素処理し（例えば、室温程度以下で約３５０ｐ
ｐｍで約２分間、例えば、その後、例えば約２分間、例えばアンモニアにより中和する）
、洗脱し（例えば、約４０℃以下の、例えば冷水で約５分間）、乾燥させ／硬化させ（例
えば、約８５℃で約１５分間）、内側用のコーティングミックスに浸し（例えば、約４０
℃以下の混合物）、乾燥させ（例えば、約８５℃で約１０分間）、手袋形成具から手袋を
剥がし、乾燥させ／後硬化（post-curing）させ（例えば、約８５℃から９５℃で約３５
分間のタンブル乾燥により）、表面処理し（例えば、従来のシリコンベースのコーティン
グを用いて、タンブル乾燥中、ノンスティックコーティングをスプレーする）、外側コー
ティングミックスをスプレーし（例えば、タンブル乾燥中）、乾燥させる（例えば、約５
５℃から６５℃で約３０分間のタンブル乾燥により）。
【００５９】
方法例２
　外層が主に天然ゴムでできていて、内層が主にニトリルでできていて、任意で外側と内
側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または他の物品）を形成する。
予想される通り、従来のポリマーコーティングを用いて、ニトリルの内表面を調整する。
この方法例には以下のステップが含まれる（厳然たる動詞の時制で）；手袋成形具をパウ
ダーフリーの凝固剤に浸し、乾燥させ、抗菌剤を含む天然ゴムラテックスに浸し、乾燥さ
せ／硬化させ、洗脱し（leach）、乾燥させ、ニトリルに浸し、乾燥させ／硬化させ、洗
脱し、乾燥させ、ポリマーで被覆し、乾燥させ、洗脱し、乾燥させ、内側コーティングミ
ックスを塗布し、乾燥させ、剥がし、乾燥させ、表面処理し（例えば、ノンスティックコ
ーティングをスプレーする）、外側コーティングミックスをスプレーし、乾燥させる。
【００６０】
方法例３
　外層が主に天然ゴムでできていて、内層が主にニトリルでできていて、任意で外側と内
側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または他の物品）を形成する。
予想される通り、塩素処理をして、ニトリルの内表面を調整する。手袋を手袋成形具から
剥がした後、外側と内側にコーティングを塗布する。この方法には以下のステップが含ま
れる；手袋成形具を凝固剤に浸し、乾燥させ、抗菌剤を含む天然ゴムラテックスに浸し、
乾燥させ／硬化させ、洗脱し（leaching）、乾燥させ、ニトリルに浸し、乾燥させ／硬化
させ、洗脱し、塩素処理し、乾燥させ、剥がし、塩素処理し、すすぎ（例えば、温水で）
、再度すすぎ（例えば、冷水で）、内側コーティング溶液に浸し、乾燥させ、外側コーテ
ィングをスプレーし、乾燥させる。外側コーティングは外側コーティングだけを実質的に
被覆すると想定されるのに対して、剥離が生じた後で内側コーティング溶液に浸すと、内
側と外側コーティングを両方とも内側コーティング溶液で被覆し得る。
【００６１】
方法例４
　外層が主にニトリルでできていて、内層が主にポリウレタンでできていて、任意で外側
と内側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または他の物品）を形成す
る。この方法には以下のステップが含まれる；手袋成形具をパウダーフリーの凝固剤に浸
し、乾燥させ、抗菌剤を含むニトリルに浸し、乾燥させ／硬化させ、洗脱し（leaching）
、乾燥させ、ポリウレタンに浸し、洗脱し、乾燥させ、内側コーティングミックスに浸し
、乾燥させ、剥がし、表面処理し（ノンスティックコーティングをスプレーし）、乾燥さ
せ、外側コーティングをスプレーし、乾燥させる。
【００６２】
方法例５
　外層が主にニトリルでできていて、内層が主にポリウレタンでできていて、任意で外側
と内側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または他の物品）を形成す
る。手袋を手袋成形具から剥がした後で外側と内側にコーティングを塗布する。この方法
には以下のステップが含まれる；手袋成形具を凝固剤に浸し、乾燥させ、抗菌剤を含むニ
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覆し、洗脱し、乾燥させ、剥がし、すすぎ、再度すすぎ、内側コーティングミックスに浸
し、乾燥させ、表面処理し（ノンスティックコーティングをスプレーし）、外側コーティ
ングをスプレーし、乾燥させる。
【００６３】
方法例６
　外層が主にポリ塩化ビニール（ＰＶＣ）でできていて、内層が主にポリウレタンででき
ていて、任意で外側と内側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または
他の物品）を形成する。この方法には以下のステップが含まれる；抗菌剤を含むＰＶＣに
浸し、乾燥させ、ポリウレタンで被覆し、乾燥させ、内側コーティング溶液に浸し、乾燥
させ、剥がし、乾燥させ、外側コーティングをスプレーし、乾燥させる。
【００６４】
方法例７
　外層が主にＰＶＣでできていて、内層が主にポリウレタンでできていて、任意で外側と
内側にコーティングが塗布される、２つの層を有する手袋（または他の物品）を形成する
。予想される通り、手袋を手袋成形具から剥がした後で外側と内側の両方にコーティング
を塗布する。この方法には以下のステップが含まれる；抗菌剤を含むＰＶＣに浸し、乾燥
させ、ポリウレタンで被覆し、乾燥させ、剥がし、内側コーティング溶液に浸し、乾燥さ
せ、外側コーティングをスプレーし、乾燥させる。
【００６５】
　本発明の実施例に基づく方法例と物品例について、既にいくつか説明した。方法例１－
７で用いられる、具体的な一連の定式例を表Ａ－Ｇに示す。定式例は単なる例であり、該
定式例が変化し得ることはもちろんのこと、あるケースにおいて劇的に変り得ることさえ
、当業者にとって自明である。そして、依然として本発明の種々の実施例を具現化できる
。例えば、表に記載されている多くの成分は、単なる任意的な成分、特定の実施例、また
は成分の種類の例である。単なる例としての、加硫促進剤、酸化防止剤、着色剤などは任
意の成分である。他の例として例示した量や量の範囲は、本発明の特定の実施例の基づく
単なる例である；他の実施例でその量や範囲は変化し得る。各表における記号「～」は「
約」を意味するために用いられる；従って、例えば「～５」は約５の意味である。
【００６６】
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【表Ａ】

【００６７】
【表Ｂ】

【００６８】
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【表Ｃ】

【００６９】
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【表Ｄ】

【００７０】



(18) JP 4584686 B2 2010.11.24

10

20

30

【表Ｅ】

【００７１】
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【表Ｆ１】

【００７２】
【表Ｆ２】

【００７３】
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【表Ｇ】

【００７４】

【表Ｈ】

【００７５】
　方法例１－７について論述した。もちろん、他の特定の方法でも実施可能である。上記
の実施例では、主／外層はそれらの混合物に抗菌成分を含んでいる。洗脱（leaching）／
製造過程の間の抗菌成分の損失を補うために、完成した手袋には外表面にスプレーされた
追加の抗菌コーティングがある。内表面には、望ましくは外側の抗菌コーティングとは異
なる内側の抗菌コーティングがある。例えば、内側コーティングは、細菌の増殖を抑制す
るために、皮膚の自然のままのｐＨ、またはほぼ自然のままのｐＨでバッファリングされ
る酸性のコーティングでもよい。抗菌剤を含む他の外層との直接接触からユーザーの皮膚
を保護するために（そして、バクテリアの抵抗問題を回避し、かつ、ラテックスの外層の
ためにタンパク質の感受性の問題も回避する）、主／外層をブロックする内層がある。内
層は、外層ほど高い割合で皮膚との接触（または長時間の接触）に有害な物質（例えば外
層の抗菌剤またはラテックスタンパク質）を含まない。内層は外層から着用者の皮膚を保
護する。
【００７６】
　さらに、本書類で議論した特定のプリパレーション、または上記の２つの引例（米国特
許Ｎｏ．６，２７４，１５４または０９／９３８，７１５）で議論したアロエベラ溶液に
追加する。
【００７７】
　本発明のいずれの実施例も、乾燥可能または別の方法で手袋の内側に塗布可能で、手袋
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たは追加して用いて実施してもよい。また、いずれの物質も手袋着用後、手袋内に人為的
に水分を注入する必要がないのが望ましい；その代わりに、着用後手袋の内表面に取り込
まれる唯一の水分は、手袋着用中、手からの発汗によりもたらされる。
【００７８】
　詳細な説明と図面を通して、製品と方法などの実施例が、特定の実施例と構成に照らし
て示される。しかしながら、本発明はこれらの特定の実施例と構成に限定されない。本発
明の精神と範囲を逸脱せず、本発明が他の特定の形態で実施され得ることは当業者に評価
されるであろう。
【００７９】
　例として手袋の実施例を図１と図２に図示したが、皮膚と接するいかなる他の物品また
は形態により本発明を具体化してもよい。例えば、本発明はエラストマーフレキシブルな
皮（peel）、物、ラップ、および（その他の）医療用具として具体化できる。同様に、プ
リパレーションの組成と用途を本発明の精神と範囲を逸脱せずに変えてもよい。例えば、
種々の異なるプリパレーションが、例えば本書類で説明したような特性を有する手袋など
の、究極の最終的な抗菌エラストマーフレキシブル物品を得るために利用される。例えば
、使用中の快適性、器用さ、感覚または保護度をコントロールしたいという要望通りに、
より厚いまたはより薄いコーティングまたは層にするため、プリパレーションの定式を変
えてもよい。それ以外の変更があることも明らかである。
【００８０】
　本発明の範囲は、上述した特定の実施例または構成例だけに限定されるのではなく、む
しろ添付のクレームで示される。本クレームと同等の意味と範囲に入る全ての変更が、本
クレームの範囲内に包含されるように理解されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】抗菌エラストマーフレキシブル物品が手袋である場合の、本発明の１つの実施例
の正面斜視図である。
【図２】図１の抗菌エラストマーフレキシブル物品の断面図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１０　第１の層
　１２　第２の層
　１４　プリパレーション
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